
埼玉県屋内50m水泳場整備運営事業
入札説明書等に関する質問に対する回答（第１回）
（入札参加表明書等の提出に関する質問のみ）

・埼玉県屋内50m水泳場整備運営事業入札説明書等に関して、令和５年５月24日までに寄せられた質問への回答を公表します。
　多くの質問をいただき、誠にありがとうございました。
・入札参加表明書等に関する質問以外の質問への回答は、令和５年６月９日までに公表を行う予定です。
・質問は、原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字および表記の誤りと判断された箇所について、一部修正して
　います。

令和５年６月
埼玉県



頁 大項目 中項目 小項目 細目

1 入札公告 6 4 (2) ア 入札保証金

「埼玉県財務規則第93条第2項の規定に該当する場合
は免除する」と記載されております。
①代表企業（建設企業）１社が上記の規定に該当すれ
ば免除されるとの理解でよろしいでしょうか。
②また、免除のための手続き（書類・提出時期・方法
等）に関してご教示願います。

①埼玉県財務規則第93条第２項第３号の規定による免
除を希望する場合、建設に当たる者のうち１者以上
が、令和３年度以後に２回以上、延床面積5,000㎡以
上の国又は地方公共団体の新築又は改築の施工実績を
有している必要があります。

②入札保証金の納付又は埼玉県財務規則第93条第２項
の規定による減免に係る書類の提出は、入札時の提案
書類等（提案書）の提出までの間を想定しています。
提出の時期等については別途お知らせします。
なお、同規則第93条第２項第３号の規定による免除を
希望する場合は、実績を証する書類として契約書及び
履行したことを確認できる書類（検査調書、検査完了
通知書、履行証明書、当該契約金額の振込があった通
帳等の写し）を提出していただきます。

2 入札公告 4 (2) ア 入札保証金

入札参加資格の審査を受けるため、入札保証金の納付
は不要としていただけますようお願い申し上げます。

原案のとおりとします。

3 入札公告 4 (2) ア 入札保証金

入札保証金について、「埼玉県財務規則（昭和39年埼
玉県規則第18号。以下「財務規則」という。）第93条
第２項の規定に該当する場合は、免除する。」につき
まして、入札参加者が上記に該当し免除いただく場
合、令和5年6月26日の参加資格確認結果通知の時期な
どを目安に県より通知いただきたくお願い申し上げま
す。

No.1をご参照ください。

4 入札公告 4 (2) ア 入札保証金

入札保証金の免除に関して、埼玉県財務規則第93条第
2項三の規定に入札参加者のうち1社（代表企業・構成
員）が該当していればその入札参加者の属するグルー
プに入札保証金の免除が適用されると考えてよろしい
でしょうか。

No.1をご参照ください。

5 入札説明書 7 2 ⑴ ① イ
入札参加者の参加資格
要件（共通）(ｵ)

「経営状況が著しく不健全なものでないこと」とござ
いますが、コロナ禍ではどの企業も苦しい状況が続い
ていたと認識しておりますので、著しく不健全とはど
のような状況でしょうか。

経営状況が著しく不健全な者とは、電子交換所におけ
る取引停止処分を受けている者等を想定しています。

6 入札説明書 7 2 (1) イ
入札参加者の参加資格
要件

業務別に記載のない業務（ファイナンシャルアドバイ
ザリー業務等）を行う企業の参加資格要件は（共通）
の参加資格要件を満たしていれば可との理解でよろし
いでしょうか。

その理解で結構です。

箇所
質問項目名書類名No. 回答
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

7 入札説明書 8 第2 ① イ (ｶ)
入札参加者の参加資格
要件（共通）

国税の未納がないことの証明は（その３）と（その３
の３）のどちらでしょうか。

税務署が発行する納税証明書（その３の３）の写しを
提出してください。なお、埼玉県内に事業所を有する
場合は県税事務所が発行する納税説明書（法人県民税
及び法人事業税の滞納額がないことの証明）の写しも
あわせて提出してください。
なお、様式集11頁の「国税及び法人税」を「国税及び
地方税」に改めます。

8 入札説明書 8 2 (1) ① ウ
入札参加者の参加資格
要件（業務別）

要求水準書の「第３ 設計、建設業務に関する要求水
準」のうち（3）開業準備業務について、個別の参加
資格要件はないとの理解でよろしいでしょうか。

その理解で結構です。ただし、入札参加者の参加資格
要件（共通）に掲げる参加資格要件を満たす必要があ
ります。

9 入札説明書 8 2 イ (サ)
入札参加者の参加資格
要件（共通）

「審査委員会の委員が属する企業又は当該企業と資本
面若しくは人事面で関係のある者でないこと。」とあ
りますが、該当有無の確認のため、対象の企業等をお
教えください。

入札説明書２⑴①イ(ｻ)の規定に該当するか否かにつ
いては事業者においてご確認ください。

10 入札説明書 9 - - - -
参加資格要件（維持管
理に当たる者）

什器・備品等保守管理業務において、運営業務受託企
業との業務分担は可能と考えてよろしいでしょうか。
参加要件・資格が異なりますが、本業務においては業
務分担についてお認めいただきたく存じます。

その理解で結構です。
様式2-6-1～様式2-6-8の「本事業における担当内容」
に、当該企業が担当する業務分担の内容を記入して下
さい。

11 入札説明書 9 2 ウ （イ） ｄ 施工実績

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％
以上のものに限ると記載されておりますが、様式2-6-
2、2-6-3、2-6-4の注１には、共同企業体の構成員と
しての実績（出資比率が最大であるものに限る）と記
載されております。入札説明書に記載の20％以上が正
しいとの理解でよろしいでしょうか。

様式2-6-2の「（出資比率が最大であるものに限
る）」を「（出資比率が20パーセント以上のものに限
る）」に改めます。
様式2-6-3及び様式2-6-4の「（出資比率が最大である
ものに限る）」は削除します。
既に入札参加表明時の提出書類の作成に着手されてい
る場合、修正前の様式での提出も認めます。
なお、入札説明書P9「（ｲ）建設に当たる者」dの施工
実績の有無は、様式2-6-2において確認します。

12 入札説明書 12 3 (2) ①
入札説明書等に関する
質問に対する回答

参加表明提出に関する質問につきましては、回答予定
日より早めのご回答のご検討をお願いいたします。

参加表明提出に関する質問への回答については、今回
の質問回答書をご参照ください。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

13 入札説明書 16 第3 (3) ⑩ ア 公正な入札の確保

本事業とは無関係な事業における独禁法違反は、本項
目に抵触しないという理解でよろしいでしょうか。

本事業とは無関係な事業における私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律に抵触する行為について
も、本事業への入札参加資格を失うこととなります。
なお、子細については、「埼玉県の契約に係る入札参
加停止等の措置要綱」を確認してください。

14 入札説明書 20 第5 ⑦ 入札保証金

入札保証金につきましては、入札参加資格の審査を受
けるため、不要として頂けないでしょうか。

No.2をご参照ください。

15 入札説明書 20 第5 ⑦ 入札保証金

入札保証金の免除に関して、埼玉県財務規則第93条第
2項三の規定について、入札参加者のうち1社が該当し
ていれば免除が適用されると考えてよろしいでしょう
か。

No.1をご参照ください。

16 様式集 1 会社概要書

会社概要書は、会社パンフレットにて問題ございませ
んでしょうか。

その理解で結構です。

17 様式集 1 決算報告書

有価証券報告書を作成している場合は、直近3ヵ年分
の有価証券報告書の提出にて問題ございませんでしょ
うか。

その理解で結構です。

18 様式集 1
国税及び地方税を滞納
していないことの証明
書

国税は納税証明書（その3の3）の提出で問題ございま
せんでしょうか。

No.7をご参照ください。

19 様式集 1
国税及び地方税を滞納
していないことの証明
書

本事業への入札参加表明が貴県の入札参加資格者名簿
に届出をしている委任先の支店名となる場合は、本社
ではなく当該支店の所在地における地方税の納税証明
書の提出で問題ございませんでしょうか。

No.7をご参照ください。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

20
様式集につ

いて
1

入札参加表明時・入札
時の提出書類について

設計企業及び建設企業が参加表明書（入札書等も含
め）に記載する代表者氏名と押印は、埼玉県競争入札
参加資格者名簿に登録している代表者氏名・印鑑と同
じでなければいけないでしょうか。
埼玉県競争入札参加資格者名簿の設計・調査・測量と
建設工事では登録代表者氏名が異なるため、参加表明
書（入札書等も含め）に記載する代表者氏名と押印は
権限を委任された者の印鑑（支店長）として頂きたい
です。

入札参加表明時の提出書類のうち、代表者名及び押印
が必要な様式（様式2-2、様式2-3、様式2-4、様式2-
7-1、様式2-7-2）の取扱いは以下のとおりです。
・設計業務に当たる者の場合、埼玉県競争入札参加資
格者名簿（設計・調査・測量）に登録されている代表
者氏名としてください。なお、印鑑は代表者のものと
してください。
・建設業務に当たる者の場合、埼玉県競争入札参加資
格者名簿（建設工事）に登録されている代表者氏名と
してください。なお、印鑑は代表者のものとしてくだ
さい。
・維持管理業務に当たる者の場合、埼玉県競争入札参
加資格者名簿（物品等）に登録されている代表者氏名
としてください。なお、印鑑は代表者のものとしてく
ださい。

仮に、設計業務に当たる者と建設業務に当たる者が同
じ企業であり、埼玉県競争入札参加資格者名簿の「設
計・調査・測量」と「建設工事」に登録されている代
表者が異なる場合、それぞれ登録されている代表者名
で各様式を作成してください。
なお、様式2-6-1～様式2-6-7に記載する実績について
は、当該企業の実績であれば良いものとし、埼玉県競
争入札参加資格者名簿に登録されている者の実績であ
る必要はありません。

21 様式集 1
【提出書類一覧表】
様式2-8-2

決算報告書の提出は、各社直近1年度分を提出すると
の理解でよろしいでしょうか。

決算報告書（貸借対照表及び損益計算書等）の提出
は、各社とも提出可能な会計年度の直近3ヵ年分を提
出してください。

22 様式集 1

【提出書類一覧表】
様式2-8-4
国税及び地方税を滞納
していないことの証明

様式集（P11）に「添付諸追2-8-4は、納税証明書（国
税及び法人税）の写しで、最近１年間の未納がないこ
とが確認できるものを提出すること。」との記載があ
ります。
法人税は国税との理解です。納税証明書（その３の
３）の提出でよろしいでしょうか。

No.7をご参照ください。

23

様式集
２入札参加
表明時の提

出書類

様式2-6-1
設計業務を行う者の参
加資格要件に関する書
類

実施方針等に関する質問への回答№245で、プール公
認取得業務を設計業務として実施することも可と記載
されております。設計業務の参加資格要件に関する書
類にある本事業における担当内容の欄に記載するとの
理解でよろしいでしょうか。

その理解で結構です。
なお、プール公認取得業務にかかる費用については、
サービス購入料Ｂ（開業準備業務の対価）に含めて提
案してください。

24

様式集
２入札参加
表明時の提

出書類

入札参加表明書に記載する商号又は名称は、令和５年
度・６年度の埼玉県競争入札参加資格名簿に登録され
ている商号又は名称との理解でよろしいでしょうか。

その理解で結構です。

4



頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

25

様式集
２入札参加
表明時の提

出書類

様式2-2、2-3、2-4

下記様式に関し、グループ構成企業別に１枚づつの提
出でも可能でしょうか。

様式2-2 入札参加表明書
様式2-3 入札参加グループ構成表及び役割分担表
様式2-4 委任状

その理解で結構です。
なお、代表企業がまとめて製本した上で割り印をして
ご提出ください。

26

様式集
２入札参加
表明時の提

出書類

様式2-2、2-3、2-4

様式2-6-2で建築一式工事にて実績を有する場合は様
式2-6-3建設業務（電気設備工事）及び様式2-6-4建設
業務（機械設備工事）の提出は不要との理解でよろし
いでしょうか。

建設に当たる者のうち、電気設備工事または機械設備
工事を実施する者が、構成員または協力企業として参
加する場合、ウ入札参加者の参加資格要件（業務別）
の「（イ）建設に当たる者」の要件を充足している必
要があるため、様式2-6-3又は様式2-6-4の提出を求め
ることとしています。
なお、建築工事を実施する者が電気設備工事または機
械設備工事を実施する場合や、電気設備工事または機
械設備工事のみを実施する者が、「建設に当たる者」
の下請として入る場合、様式2-6-3又は様式2-6-4の提
出は不要です。

27 様式集 1 2 (1) ー ー 提出書類一覧表

2-8-2について
提出する決算報告書は提出できる年度の直近3 年分で
よろしいでしょうか
※2022年度については6月末に行われる株主総会の承
認を経てからの公開となるため、2021年度以前の提出
となります。

No.21を参照してください。

28
入札参加表
明等の提出

書類

様式
2-6-6

ー ー ー ー
運営業務を行う者の参
加資格要件に関する書
類

公認プールの運営実績について、直営施設の場合は施
設名に企業の名前が記載されている等、その企業が運
営していることが分かる場合は、特段契約書の添付等
は不要という理解で宜しいでしょうか。
直営施設でも実績を証する書類が必要な場合はHPの情
報でも問題ないでしょうか。

日本水泳連盟が発行する公認証の写しと１年以上の運
営実績を証する資料を提出してください。後者の資料
に関しては、ホームページ情報等の写しでも構いませ
ん。

29
様式集
（PDF）

11 3 納税証明書

納税証明書については、その３の３を提出すれば足り
るとの理解でよろしいでしょうか。

No.7をご参照ください。

30
様式集
（案）

1

2-6-1
～

2-6-5
2-6-7

参加資格要件に関する
書類全般

添付書類「令和5・6年度の埼玉県競争入札参加資格者
名簿に登録されていることを証する書類とは具体的に
何かお示しください。

「審査結果通知書（格付通知書）」の写しを提出して
ください。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

31
様式集
（案）

1
2-6-3
～

2-6-4

建設業務（電気設備工
事）・（機械設備工
事）を行う者の参加資
格要件に関する書類

代表企業または構成員が建築一式工事を担当する場
合、左記書類の提出の必要はあるのか。また、提出の
必要がある場合、「当該実績を証する書類」「添付書
類」はそれぞれ同じ書類を添付するのかお示しくださ
い。

No.26を参照してください。

32 様式集
様式
2-2

入札参加表明書

本事業への入札参加表明は、本社名義でもよろしいで
しょうか。それとも貴県の入札参加資格者名簿に届出
をしている委任先の支店名である必要がありますで
しょうか。

No.20をご参照ください。

33 様式集 - - - - - 様式2

様式2-2、2-3、2-4、2-6、2-7-1、2-7-2への押印につ
いて、令和５・６年度の埼玉県競争入札参加資格者
（物品等）申請で使用している印鑑での押印でよろし
いでしょうか。

No.20をご参照ください。

34 様式集 - - - - - 様式2

様式2-2、2-3、2-4、2-6、2-7-1、2-7-2への押印につ
いて、会社実印ではない代表者印での押印でもよろし
いでしょうか。

No.20をご参照ください。

35 様式集 - - - - - 様式2-6-7

維持管理実績について、当該実績を証する書類として
「令和５・６年度の埼玉県競争入札参加資格者名簿
（物品等）に登録されていることを証する書類」を添
付とありますが、参加資格要件を満たす施設の維持管
理業務の「契約書及び仕様書等の写しの添付」（様式
2-6-6と同様）の誤記でしょうか。

「令和５・６年度の埼玉県競争入札参加資格者名簿
（物品等）に登録されていることを証する書類」を
「別添のとおり（契約書及び仕様書等の写しを添付し
てください。）」に改め、「令和５・６年度の埼玉県
競争入札参加資格者名簿（物品等）に登録されている
ことを証する書類」と記載された添付書類の欄を新た
に追加します。
なお、既に入札参加表明時の提出書類の作成に着手さ
れている場合、修正前の様式での提出も認めます。

36 様式集 - - - - - 様式3-3-8

「注７ 「修繕・更新の実施概要」欄には、修繕又は
更新の内容を具体的に記載してください。」とありま
すが、下記のような記載でよろしいでしょうか。
（例）区分:電気設備-対象物：受変電設備-修繕・更
新の実施概要：部分修繕

その理解で結構です。

37 様式集 11 3 (1) ー ー 入札参加時の提出書類

添付書類2-8-4について
納税証明書の写しとあるので、原本の提出は不要とい
う理解でよいでしょうか

その理解で結構です。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

38 様式集 11 3 (1) ー ー 入札参加時の提出書類

添付書類2-8-4について
納税証明書の2022年度の納税時期が申告の都合上、6
月末となるため、「最近1年間」については提出でき
る範囲の1年間と読み替えての提出でよいでしょう
か。
弊社の場合は2021年の内容の提出となります。

最近１年間以内に取得した納税証明書の写しを提出し
てください。

39 様式集 11 3 (1) ー ー 入札参加時の提出書類

添付書類2-8-4について
提出する内容は
・国税はその3の3
・法人税は本社所在地の地方税の内容
でよろしいか

No.7をご参照ください。

40 様式集 11 3 (1) ー ー 入札参加時の提出書類

添付書類2-8-4について
地方税の納税証明書について、東京都の内容の場合
は、未納のない証明書はないため、提出できる1 年分
の納税証明書の提出で問題ないでしょうか

No.7及びNo.38をご参照ください。

41
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

代表者名の記載につい
て

様式2および3全般に記載する代表者名については代表
取締役の記名・捺印で問題ないでしょうか。

No.20をご参照ください。

42
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-2～4の提出方法
について

様式2-2、2-3、2-4について、各構成員等の記名捺印
が必要となりますが、参加表明まで時間が短く、効率
性を考慮し、各企業毎に1枚ずつ受領し、代表企業に
てまとめて製本、割り印による提出で可としていただ
きたく、ご検討をお願いいたします。

No.25をご参照ください。

43
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-6-2

「建設業務(建築工事)を行う者の参加資格要件に関す
る書類」の添付資料について、「県発注建設工事の施
工実績がある場合、当該年度及び前年度全ての工事成
績を証する書類」は必須資料ではない理解でよろしい
でしょうか。

様式2-6-2、様式2-6-3、様式2-6-4から「・県発注建
設工事の施工実績がある場合、当該年度及び前年度全
ての工事成績を証する書類」を削除します。
なお、既に入札参加表明時の提出書類の作成に着手さ
れている場合、修正前の様式での提出も認めます。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

44
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-6-7

「維持管理業務を行う者の参加資格要件に関する書
類」の「維持管理実績」については、実績を証する書
類（契約書や仕様書等）は添付不要という理解でよろ
しいでしょうか。

No.35をご参照ください。
実績を証する書類の添付は必要です。

45
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-6-8

業務別に記載のない業務（ファイナンシャルアドバイ
ザリー業務等）を行う企業は様式2-6-8を提出する理
解でよろしいでしょうか。

代表企業、構成員、協力企業のいずれかであれば、提
出してください。

46
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-6-8

「その他の入札参加者の参加資格要件に関する書類」
について、令和５・６年度の埼玉県入札参加資格を証
する書類は添付不要という理解でよろしいでしょう
か。

その理解で結構です。

47
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-6-8

「その他の入札参加者の参加資格要件に関する書類」
の「県入札参加資格に関する事項」「（２）物品の買
入れ等の契約に係る競争入札の参加資格～」の「種目
記号」は何を示しているかご教示をお願い致します。

様式2-6-6、様式2-6-7、様式2-6-8の「種目記号」欄
は未記入で結構です。

48
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-8-1

会社概要書については、企業パンフレット等を提出す
る理解でよろしいでしょうか。

No.16をご参照ください。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

49
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-8-2

決算報告書については、直近1期のみの提出でよろし
いでしょうか。また、提出すべき決算報告書の内容に
ついて詳細をご教示頂きたく、お願いいたします。

No.21を参照してください。

50
様式集

（Word）

入札
参加
表明
時等
の提
出書
類

様式2-9

「紙入札参加申出書」（様式2-9）は必須資料であ
り、入札参加表明時に代表企業が１通提出する理解で
よろしいでしょうか。

「紙入札参加申出書」（様式2-9）は、入札参加表明
時に提出する必要はありません。
提出方法は、入札説明書P15「エ 入札書の提出方法」
を参照してください。

51 様式集 11 3 (2)
様式2-9
紙入札方式参加申出書

様式2-1から様式2-8-4までの「入札参加資格確認に関
する提出書類」のファイルとは別個に、参加表明書の
受付時に併せて提出するとの理解でよろしいでしょう
か。

No.50をご参照ください。

52
様式集

様式2－6－6
当該実績を証する書類

様式2-6-7（維持管理業務）の当該実績を証する書類
に関し、「令和５・６年度の埼玉県競争入札参加資格
者名簿（物品等）に登録されていることを証する書
類」の提出が求められていますが、様式2-6-6（運営
業務）は上記書類の提出は不要との理解でよろしいで
しょうか。

その理解で結構です。

53
様式集

様式2-6-7

維持管理業務を行う者
の参加資格要件に関す
る書類

様式2-6-1～2-6-6には、「当該実績を証する書類」の
欄に「別添のとおり（～（略）～）」との記載となっ
ております。様式2-6-7のみ同欄の記載が「令和５・
６年度の埼玉県競争入札参加資格者名簿（物品等）に
登録されていることを証する書類」となっております
が、誤植でしょうか。
本欄の記載は、「別添のとおり（契約書及び仕様書等
の写しを添付してくだたい。）」が正しいとの理解で
よろしいでしょうか。

No.35をご参照ください。

54
様式集
様式2-9

紙入札方式参加申請書

紙入札方式参加申請書の提出時期は入札書提出日との
理解でよろしいでしょうか。

その理解で結構です。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
箇所

質問項目名書類名No. 回答

55 要求水準書 5 事業期間

もし引渡しを前倒しにする提案を行い、かつ貴県に承
諾頂いた場合、開業準備期間が延びる、もしくは運
営・維持管理期間が延びることでの運営・維持管理費
等増加費用については、合理的な範囲で貴県にご負担
いただけるとの理解でよろしいでしょうか。また、そ
の場合の入札価格は運営・維持管理費等増加費用を想
定しない価格とすればよろしいでしょうか。

本施設の引渡予定日（令和9年3月31日）を前倒しにす
る提案は認めません。
なお、結果として本施設の引渡日が引渡予定日より早
まった場合、開業準備業務や運営・維持管理業務に前
倒しで着手することは可能ですが、原則として、サー
ビス購入料B（開業準備業務の対価）及びサービス購
入料C-1（運営・維持管理業務の対価）の支払額及び
支払スケジュールの変更は行いません。

56 要求水準書 5 第1 9 (2) 開業準備期間

本施設引き渡しが早まった場合は、開業準備期間を早
めることは可能でしょうか。

No.55をご参照ください。

57 要求水準書 5 第1 9 (3) 供用開始予定日

本施設引き渡しが早まった場合は、供用開始日を早め
ることは可能でしょうか。また、供用開始日が早めら
れる場合は、運営・維持管理業務期間の終了が早まる
又は、変わらない、どのようになりますでしょうか。

No.55をご参照ください。
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